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環創環評第 195 号 

平成 20 年８月 13 日 

審   査   書 

 

（仮称）みなとみらい 21 中央地区 67 街区開発事業に係る環境影響評価準備書及び環境

影響評価書に関する横浜市環境影響評価条例第 23 条第１項に規定する環境保全の見地か

らの意見は、次のとおりである。 

 

横浜市長  中 田   宏 

 

第１ 対象事業の概要 

 １ 事業者の氏名及び住所 

氏 名：三井不動産株式会社 

代表者：代表取締役社長 岩沙 弘道 

   住 所：東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 

 

 ２ 対象事業の名称及び種類 

名 称：（仮称）みなとみらい 21 中央地区 67 街区開発事業（以下「本事業」という。） 

   種 類：高層建築物の建設（第１分類事業） 

 

 ３ 対象事業の実施区域 

   西区高島一丁目１番 20（以下「計画地」という。） 

 

４ 対象事業の目的 

 本事業は、横浜駅とみなとみらい 21 地区との結節点に位置する希少性の高い立地

を活かしたオフィスビルを建設することにより、「世界に通用する企業の誘致」「横

浜の未来の新産業を創生するシステム」「国際交流を促す仕組み」を持つ、新産業創

生と世界への発信の核となる“場”になること、世界に通用する技術・人材・情報

の集積・交流の拠点とすることを目指すとしている。 

 

５ 対象事業の内容 

  本事業は、みなとみらい 21 中央地区 67 街区に、業務施設を中心とした高層部と

商業施設や文化施設（鉄道模型博物館）を含む低層部で構成される高層建築物を建
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築するもので、横浜駅とみなとみらい 21 地区との結節点に位置することを踏まえた

ものとしている。 

 また、周辺からの景観に配慮し、みなとみらい 21 中央地区のスカイラインを意識

した建物高さとするとともに、帷子川沿いの水際線プロムナードを活かした公開空

地を整備するとしている。このような歩行者空間の整備と周辺環境との調和を図る

ことなどにより、横浜市市街地環境設計制度を利用し、容積率の割増を受ける予定

としている。 

 さらに、横浜市建築物環境配慮制度において、高位の評価値の取得を目指すなど、

省資源・省エネルギーの工夫を取り入れ、環境への負荷が少ない都市形成に寄与す

ることを目指すとしている。 

 本事業における建築計画は次のとおりである。 

建築計画 

用途 業務施設・商業施設・文化施設 

敷地面積 約  7,800 ㎡ 

延べ床面積 約 93,000 ㎡ 

建築物高さ 約   144 ｍ 

階数 
地上 31 階（高層部）、地上４階（低層部） 

地下２階 

駐車場台数 約 305 台 

  

第２ 地域の特性 

みなとみらい 21 中央地区の都市計画法の地域・地区の指定状況は、全域が商業地域

となっており、地区計画で土地利用方針や建築物等の整備方針、地区施設の配置や建

築物等の用途制限、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度等が定められてい

る。 

 また、基本協定・地区計画で街づくりの基本的な考え方が示されており、計画地は

本社機能等が集積する質の高い業務地区等とされる「ビジネスゾーン」に位置してい

る。 

 計画地の北側は帷子川に隣接し、対岸は大規模商業施設が立地する横浜駅東口地区

となっている。東側には隣接して高さ約 100 メートルの業務施設が建設されており、

横浜駅東口地区と結ぶペデストリアンデッキも併せて整備が進められている。 

 計画地の南側はとちのき通りに面しており、西側は国道１号と首都高速横羽線を挟

んで高層住宅を含む高島二丁目地区第一種市街地再開発事業がしゅん工している。 
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第３  審査意見 

事業の実施にあたっては、事業の内容及び地域の特性を考慮し、評価書に記載され

た事項に加え、次に示す事項に留意して行う必要がある。 

 

１  事業計画 

(1） 横浜市建築物環境配慮制度において、高位の評価値の取得を目指すとしているが、

さらに横浜市の認証を受けるよう努めること。 

(2) 今後普及が見込まれる電気自動車等の充電への対応に努めること。 

 

２ 環境影響評価項目 

(1) 工事中 

ア 地盤沈下 

 計画地が帷子川に隣接することから、河川管理者等と協議のうえ、地下水の

湧出や地盤変形を監視するなど、地下掘削にあたって十分配慮すること。 

イ 廃棄物・発生土 

 建設発生土については、再利用が可能となる工法等の採用に努め、極力有効

利用を図るよう検討すること。 

(2) 存在・供用時 

ア 風害 

(ｱ) みなとみらい地区に適した常緑広葉樹を主体とした、実効性のある防風植栽

を実施すること。 

(ｲ) 事後調査により防風対策の効果を検証し、必要に応じて適切な対策を検討し

実施すること。 

イ 景観 

  建物周囲の公開空地等については、水際線プロムナードやとちのき通りの歩

道との一体性について十分検討し、周辺と調和のとれた景観形成に努めること。 

 


